要介護者に関わる福祉職の心理的相互サポートについて－精神保健福祉士の倫理的ジレンマとは－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　熊谷 智加子（近畿福祉大学）
　要介護者が在宅で生活を送るためには，社会福祉士や，介護福祉士他多くの福祉専門職が関わり，密に連携をとりながら援助活動を進めなければならない。そしてそれらの専門職はそれぞれに守るべき倫理綱領を持ち，互いに他の専門職を尊敬している。その中でも特に精神保健福祉士は倫理的なジレンマを生じやすい職種であると考える。同じ専門職であり互いに相手を理解することで，より連携が深まるため，精神保健福祉士の立場から，問題を提起し他の専門職の理解を得たいと考える。
　精神保健福祉士法によると，その業務と役割りについて「精神保健福祉士は，医療的なケア以外の視点から，精神障害者の社会復帰を支援する役割りを担うものであり，その業務の主たる対象は，医療的なケアを必要とする精神症状が安定していない者」と定義している。ここで言う「医療的なケア以外の視点」とは何を意味しているのであろうか。それは「社会福祉の視点」を意味していると考えられる。すなわち精神保健福祉士は常に対象者を社会福祉の視点から，生活者ととらえることを基本に，対象者を取り巻く社会や環境の中で，そこから生じる生活全般の解決しなければならない諸問題をきちんと把握しなければいけないことを意味しているのである。また，精神保健福祉士の支援を必要としている対象者の共通点としては，社会的孤立状態に陥りやすいことや，自分の生活を総合的かつ客観的に判断しにくいことから福祉サービスの利用後のイメージが持ちにくいこと，自分に対するイメージがネガティブになりがちなこと，自己実現の要求が表現しにくくなり，生活に対する意欲が起きにくくなること等があげられる。こうした状態をプラスのイメージが持てるように支援し，対象者が新しい生活のイメージを獲得できるように支援する役割りを精神保健福祉士は担っている。
　このような対象者に対し，社会福祉の視点で支援していくためには精神保健福祉士として備うるべき価値・倫理・専門性が根底になければならない。まず価値とは「良いもの，望ましいもの」に関連し，倫理は「適切かつ正しいもの」を扱うと言われている。つまり専門職として実現させようとしている価値があり，その価値実現のために倫理が求められているということである。
　対象者の生活問題や社会復帰の問題は，人間の尊厳と深い関係があり，そのため専門職としての支援活動には倫理が問われ，倫理的規範が必要になる。また専門職には「価値・知識・技法」の要素が求められ，そのバランスが保たれなければならない。そのため精神保健福祉士が専門職として社会に認められるためには，その実践の根拠となる価値と専門性，職業倫理について明らかにする必要がある。
　まず精神保健福祉士の価値としては「人権の尊重」「自己実現の権利」「自己決定の権利」「問題の社会性」等の支援の価値があげられる。それ等の価値を具体的な支援に役立てるためにはさまざまな「援助の原則」がある。価値実現を目指したものとしては，最近ではケアマネージメントにおける過程に対象者自身が参加することや，本人が合意，了解をするための支援の重視や，ストレングスの視点での自己決定の尊重や，自己決定の促し，支えるという支援のありかた，また支援者の価値観の重要性，などが注目されている。精神保健福祉士には目指すべき価値があり，それを実現させるためには専門職としての倫理が要求される。しかし現実には色々な場面で倫理的ジレンマに直面することが多いのである。
　クライエントの自己決定の尊重という倫理があるが，その自己決定がクライエントの利益，福祉を優先するという倫理と対立することがある。また自己決定の尊重が，社会（公共）の利益，福祉を守り促進するという倫理と対立することもあるのである。このような場合どちらを優先するか，決定するかマニュアル的なものはなく，あくまでも状況に応じた援助者の裁量ということになる。それだけに精神保健福祉士は専門職であると同時に個人としての価値観や人間性を問われることになり，多くのジレンマの場面を体験することになる。　精神保健福祉士と対象者の関係は，パートナーシップに基づいた参加と協働である。まずコミュニケーションを中心に対等で親密な関係を築くことから始まり，心から本人が発する表現の過程を受け止め，苦しみに寄り添い「生きる力」を引き出し，その維持，増進を図る。つまり自己決定に至る過程を支えることである。その際にはあくまで決定内容を社会的価値基準で判断しないことであり，自己決定は個人的な価値基準による意思決定が基本である。つまり内容の是非でなく，決定自体の支援を行なうことが自己決定の尊重の本質といえる。
　このように専門職として価値実現を目指すことを目標として支援していく訳だが，倫理について現実の場面ではどう達成されるのか，理解することは非常に難しい問題である。確かに自己決定は尊重されなければならないが，精神状態が安定していない対象者の自己決定が，世の中に受け入れられないような決定を望んだ場合，専門職としてどのように対応すればよいのか，またその対応によって対象者が不安定になった時の対応はと課題は多い。筆者は精神保健福祉士であり，社会福祉士でもあるが，同じ「社会福祉の視点」で対象者を専門職として支援する場合であっても，倫理的ジレンマについては精神保健福祉士の方が生じやすいと考えられる。その実態を他の専門職は理解し，心理的なサポートを提供することで相互の交流を深めることを提案したい。
参考文献　住友雄資 編著『精神保健福祉実践ハンドブックC』日総研出版2002
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